
■目的 

近年、アレルギー疾患（食物アレルギー、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレ
ルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎など）の有症率は増加し、特に、食物アレル
ギーについては、幼児で約10%、学童以降では1.3～2.6%と言われている。 
このような中、学校給食においては、すでに軽快し食べてもアレルギー症状を呈さ

なくなっているにもかかわらず食物除去が行われている場合、突然、予期せぬアナ
フィラキシーを発症する場合など、学校等での対応に苦慮する実態があり、専門医
療機関には、保護者や学校関係者等から、多くの相談が寄せられているのが現状
である。 
これらに対応するため、大分県地域保健協議会（会長 廣瀬勝貞）学校保健小委員

会の中にアレルギー対策専門委員会を発足させ、大分県版「学校、幼稚園における
食物アレルギー対応の手引き」を作成することとなった。 

今回、食物アレルギーを有する子たちが「安全・安心」な学校・幼稚園生活を送るこ
とが出来るよう、医学的、教育的問題点の対策を講じると共に手引き作成の参考資
料とするため、食物アレルギーに係わる実態調査を行った。  
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■方法 
2016年3月に、大分県内の全ての公立・私立幼稚園：197園、公立小学校：278校、
公立中学校：131校、公立高等学校（全日制・定時制）：53校、支援学校：17校、合計
676の園・学校を対象として調査を行った。調査票（添付資料）に入力し、メールまた
はFAXで回答を得た。 
2群間の比較には、χ二乗検定を用いた。 
なお、2011年に大分大学医学部地域医療・小児科分野にて、幼稚園、小学校、中

学校を対象に同様の調査を行っており
（http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/152950.pdf）、一部の結果を比較し
た。 
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■回答数・在籍園児・児童・生徒数 
調査対象の676園・学校のうち、516園・学校から回答を得られ、回答率は76.3%（幼
稚園54.8%、小学校86.3%、中学校83.2%、高等学校79.2%、支援学校100%）であっ
た。回答のあった園・学校に在籍する園児・児童・生徒の総数は、114,146人であっ
た。 
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■食物アレルギーを有する園児・児童・生徒数 
園・学校が把握する、食物アレルギーを有する園児・児童・生徒数の合計は5,264人
であった。有病率（在籍園児・児童・生徒数に対する割合）は、4.6%（幼稚園4.3%、
小学校4.2%、中学校5.2%、高等学校4.9%、支援学校4.5%）であった。これは、以前
の全国調査（平成25年学校生活における健康管理に関する調査）と同様の結果で
あった。また、76.3%の園・学校に、食物アレルギーを有する園児・児童・生徒が在籍
するという結果であった。 
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■食物アレルギー原因食物 

食物アレルギーの原因食物として、鶏卵が最も多く、次いで、牛乳、甲殻類、果物類、
そばの順で多かった。食物によって、年齢を経ると治癒しやすいものや、年長園児・
児童・生徒で発症しやすいものがあり、食物アレルギーの原因食物の頻度は、年齢
とともに変化するのが特徴である。幼稚園、小学校では、鶏卵、牛乳が1位、2位の

順で多かったが、年齢を経るに連れて甲殻類の頻度が増し、高等学校では甲殻類
が原因物質として最も多かった。 
これらの結果は、過去の全国調査（平成23年即時型食物アレルギー全国モニタリン
グ調査）と同様であったが、全国調査に比べ、小麦の頻度が低かった（194人）。 
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■個別支援管理表 

食物アレルギーを有する園児・児童・生徒は、個人によって病型や重症度は様々で
あり、園・学校で必要な対応も、個人毎に異なる。そのため、個別支援管理表の作
成が望まれる。 
個別支援管理表を作成している園・学校の割合は56.6%（幼稚園55.7%、小学校
65.3%、中学校51.5%、高等学校35.7%、支援学校37.5%）であった。 

6 



個別支援管理表を作成していない理由としては、症状が軽度である、エピペン®を処
方されていない、保護者と打ち合わせをしている、給食がない、などが挙げられた。 
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■アドレナリン自己注射薬；エピペン® 
緊急用のエピペン®を持参している園児・児童・生徒は、120人（幼稚園6人、小学校
77人、中学校15人、高等学校18人、支援学校3人）であった。前回（2011年）の調査
では、9人（幼稚園1人、小学校7人、中学校1人）であり、回答率の差で補正したとし
ても、エピペン®を持参する園児・児童・生徒が大幅に増加していることが分かる。 
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園・学校で実際にエピペン®を投与した事例は2例あり、小学校では養護教諭が、高
等学校では本人が、いずれも症状出現から30分以内に投与した。 
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■長期欠席、運動制限 
アレルギー疾患で、年間のべ1ヶ月以上の欠席がみられる園児・児童・生徒は、25
人（幼稚園0人、小学校8人、中学校15人、高等学校1人、支援学校1人）であった。こ
れは、前回調査と比べ、一定の傾向は認めなかった。 
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アレルギー疾患で、体育や課外活動に制限のある園児・児童・生徒数は104人（幼
稚園4人、小学校20人、中学校10人、高等学校69人、支援学校1人）であり、前回調

査と比べ、回答率の差で補正したとしても、運動制限を要する小中学生は減少して
いた。これは、吸入ステロイド薬の普及などにより、喘息のコントロールが向上した
ためではないかと推測される。 
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■給食形態 
給食の形態について、58.4%の園・学校が、給食センターから給食を提供され、
24.7%の園・学校は自校給食（栄養職員が常勤している園・学校16.3%、栄養職員が
非常勤の園・学校8.3%）を提供している。9.5%の園・学校では給食の提供がなく、
7.4%が「その他」と回答した。「その他」は、主に外部委託の弁当を提供するなどで
あった。 
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学校種別によって、給食の形態は異なっていた。小中学校では、ほとんどの学校で
給食が提供され、多くが給食センターから提供されていた。高等学校では、ほとんど
の学校が給食を提供していなかった。幼稚園では、比較的「その他」（外部委託の弁
当など）が多かった。 
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■誤食時の対応 

食物アレルギーの園児・児童・生徒が誤食した時の対応について、決めていないと
回答した園・学校は4.6%（幼稚園4.2%、小学校4.6%、中学校5.2%、高等学校0.0%、
養護学校2.6%）であり、多くの園・学校が、事前に誤食時の対応を決めていた。 
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食物アレルギーを有する園児・児童・生徒は、重症度は様々であり、誤食した時の
対応も個別に設定することが望ましい。回答のあった園・学校のうち、18.7%（幼稚
園11.2%、小学校22.5%、中学校16.0%、高等学校20.0%、支援学校26.7%）が、誤食
時の対応を個別に設定していると回答した。前回調査では、8.3%（幼稚園6.5%、小
学校10.2%、中学校6.8%）であり、誤食時の対応を個別に設定している割合は有意
に増加していた（p<0.001）。誤食時の対応についての、園・学校の意識が向上して
いると考えられた。 

16 



■対応食（除去食・代替食）の提供、弁当の持参 

 給食を提供している園・学校に在籍する全園児・児童・生徒のうち、食物アレル
ギーのため対応食（除去食・代替食）を提供している園児・児童・生徒の割合は
1.38%（幼稚園3.07%、小学校1.50%、中学校0.66%、高等学校1.03%、支援学校
2.33%）であった。 
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食物アレルギーを有する園児・児童・生徒のうち、対応食を提供されている園児・児
童・生徒の割合は30.5%（幼稚園70.3%、小学校35.5%、中学校12.9%、高等学校
25.0%、支援学校53.7%）であった。 
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食物アレルギーを有する園児・児童・生徒のうち、月に1回以上弁当を持参（一品持
参を含む）している園児・児童・生徒の割合は4.7%（幼稚園5.3%、小学校5.6%、中学
校3.3%、高等学校0%、支援学校3.7%）であった。 
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■対応食提供の決定理由 

給食を提供している園・学校のうち、対応食を提供する根拠として、医師の診断書
が必要と回答した園・学校は、65.6%（幼稚園51.6%、小学校66.9%、中学校73.3%、
高等学校100%、支援学校46.7%）で、保護者からの申し出で提供している園・学校
は、21.1%（幼稚園43.8%%、小学校16.1%%、中学校18.1%%、高等学校0%、支援学
校26.7%）であった。 
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対応食の提供に、医師の診断書が必要と回答した園・学校は、前回調査に比べて
有意に増加しており（p<0.01）、本人や保護者からの聞き取りのみでなく、医学的な
判断が必要との認識が広がっていることが示唆された。 
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■対応食を提供している園児・児童・生徒の割合の、給食形態による差 

食物アレルギーを有する園児・児童・生徒のうち、対応食を提供されている園児・児
童・生徒の割合は、自校給食のある園・学校では47.0%、給食センターから提供され
る園・学校では18.2%と、自校給食のある園・学校では、有意に高かった。また、そ
の割合は、自校給食を提供している園・学校のうち、栄養職員が常駐している園・学
校では49.7%、常駐していない園・学校では36.5%と、栄養職員が常駐している園・
学校のほうが有意に高かった。 
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■職員研修 

アレルギーを有する園児・児童・生徒への対応として、職員が共通認識をもつため
には、定期的な職員研修を実施することが望まれる。アレルギー対応に係る職員研
修について、全職員対象に実施した園・学校は63.7%、該当学年の職員を対象に実
施した園・学校は9.7%、実施していない園・学校は26.6%であった。 
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誤食時の対応法と、対応食提供時に医師の診断書が必要かについて、全職員対象
に職員研修を行っている園・学校と、行っていない園・学校とに分けて比較した。全
職員対象に職員研修を行っている園・学校のほうが、対応法を個別に設定している
割合は有意に高く（p=0.037）、 また、対応食提供ときに医師の診断書を必要とする
割合は有意に高かった（p<0.01）。 
これらのことからも、定期的な職員研修の重要性が示唆された。 
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